
福井県水素・アンモニアサプライチェーン構想推進業務 

企画提案（プロポーザル）募集要領 

 

１． 業務目的 

令和 6年度に策定した「福井県水素・アンモニアサプライチェーン構想」の実現に向け、水素・ア

ンモニアを利用する際に必要な情報の提供および導入事例の紹介等の普及啓発を目的としたセミナ

ーを開催し、事業者の理解促進および導入に向けた意識醸成を図ることで、県内における水素・アン

モニアの導入検討を促進することを目的とする。 

 

２． 対象業務 

（１） 業務内容 

仕様書および委託契約書（案）のとおり 

（２） 委託期間 

契約日から令和９年３月２６日（金）まで 

（３） 予算額 

委託金額の上限は、４，６４７，０００円（消費税込および地方消費税を含む）とする。 

 

３． 応募資格 

提案書の提出期限において、次の要件をすべて満たすこと。 

（１） 福井県財務規則（昭和３９年４月１日福井県規則第１１号）第１４６条の規定に基づき福井県

競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。 

 ※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加

資格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。ただ

し、審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する

参加資格を喪失する。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（３） 現に県の指名停止措置を受けているものでないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５） 次のアからオまでのいずれかにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは 

常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）である者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）である者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供用するなど直接

的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 



４． 受審資格の認定等 

（１） 申請方法 

 参加を希望する事業者は次に掲げる書類を電子メールにより、担当窓口に提出し、資格審査

を受けなければならない。なお、期限までに書類を提出しない者または参加資格がないと認め

られた者は、企画提案書を提出することができない。 

 ア 受審資格認定申請書（様式第１号） 

 イ 会社概要書（様式第２号） 

 ウ 競争入札参加資格審査申請書の写し 

   ※福井県の競争入札参加資格を有していない場合に限る。 

（２） 提出期限 

 令和８年７月３日（金）１７時（必着） 

（３） 受審資格の認定結果の通知 

 受審資格の認定結果は、令和８年７月１０日（金）までに、申請者に書面（電子メール）で

通知する。 

（４） 受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明 

 ア 受審資格の認定を受けられなかった者は、書面によりその理由について説明を求めるこ

とができる。この場合、通知を受け取った日から５日以内（休日を除く）に説明を求める

旨を記載した書面を持参または電子メールにより、担当窓口に提出しなければならない。 

 イ 県は説明を求めた者に対して、書面の提出のあった日から５日以内（休日を除く）に書面

（電子メール）により回答する。 

 

５． 本業務に関する質問事項 

本業務に関する質問事項については、令和８年７月３日（金）１７時までに質問書（様式第３号）

を電子メールにより、担当窓口に提出すること。 

質問に対する回答は、電子メールにより、すべての受審資格認定者に対して行う。 

 

６． 企画提案書の提出 

受審資格があると認められた事業者は、次のとおり企画提案書および見積書を作成し、電子メー

ルにより、担当窓口に提出すること。なお、受審資格の認定を受けた者で期限までに企画提案書の提

出がない場合は、参加を辞退したものとみなす 

（１） 提出期限  令和８年７月１７日（金）１７時（必着） 

（２） 提出書類 

ア 企画提案書提案内容（実施方針、実施内容・方法、実施スケジュール、業務実績、実施体

制等）について、Ａ４版横・横書き、パワーポイント１５ページ以内で作成すること。 

イ 見積書仕様書および企画提案書に係る業務の実施に要する全ての経費について、内訳を

記載した見積書を提出すること。（様式自由）。 

（３） その他 

・企画提案書の作成および提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

・提出された企画提案書は、審査を行う目的に限り使用する。ただし、福井県情報公開条例（平成

十二年三月二十一日福井県条例第四号）その他関連規定により、公開の義務がある場合にはこの

限りではない。 



・提出された企画提案書は、企画提案書の審査に必要な範囲で複製を作成することがある。 

・提出された企画提案書は返却しない。 

・提出された企画提案書について、県からの内容についての質問および補正を命じることがある。 

・提出後における企画提案書の撤回、内容の修正または再提出は認めない。 

 

７． 委託候補者の選定 

（１） 選定方法 

企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）によるプレゼンテーションを実施し、別

途設置する審査委員会において企画提案書および提案価格（見積価格）の審査を行い、受託予

定業者を選定する。 

プレゼンテーションは、審査委員会が指定するビデオ会議システムにより令和８年７月  

２７日（月）の実施を予定しているが、詳細は提案者に別途通知する。なお、プレゼンテーシ

ョンを実施するために要する費用（機材、通信費等）については、応募者の負担とする。 

（２） 審査基準 

 提案の内容について、審査委員会において以下の基準により評価を行い、評価が最も高かっ

た応募者を委託先候補者とする。審査においては、審査委員の評価の合計点数が一定以上の提

案書のみを適当な提案として認める。 

審査項目 評価のポイント 

提案内容 

業務理解度 
・委託業務の目的や内容を正確に理解しているか。 

・提案内容が仕様書に記載された業務内容と一致しているか。 

具体性 
・テーマ設定や講師の選定方針、情報収集方法等が具体的に示されて

いるか。 

参加促進 
・企業等の参加意欲を高めるテーマ設定となっているか。 

・効果的な集客方法を取られているか。 

意識向上 ・参加者の理解促進や意識変化につながる内容となっているか。 

遂行能力 

業務実績 
・セミナー運営、調査業務等の実績は十分か。 

・水素・アンモニア分野の案件経験はあるか。 

知見 ・水素・アンモニアに関する知識を有しているか。 

スケジュール 
・提案されたスケジュールが現実的であり、契約期間内に業務を完了

できるか。 

事業実施体制 
・担当者の役割が明確で、必要な人員・スキルが確保されているか。 

・進捗管理やリスク管理の方法は明確に示されているか。 

経済性 見積価格 ・提案内容に応じた妥当な見積額であるか。 

 

（３） 結果通知 

審査委員会による選定後、速やかに全ての提案者に書面（電子メール）で通知する。なお、

審査経過については公表せず、審査結果の異議申し立ては受け付けない。 

（４） 理由の開示 

 選定されなかった提案者は、書面によりその理由について説明を求めることができる。この

場合、審査結果の通知を受け取った日から７日以内（休日除く）に説明を求める旨を記載した

書面を持参または電子メールにより、担当窓口に提出しなければならない。 



 

８． 契約 

（１） 契約方法等 

県は、仕様書および提案書等の内容をもとに契約内容について、委託先候補者と協議し、協

議が整った場合に契約を締結する。この協議の際、仕様書および提出された企画提案書の内容・

経費を一部変更する場合がある。 

（２） 契約書・契約保証金等 

福井県財務規則のほか関係法令等の定めるところによる。 

（３） 契約締結の取消し 

次の場合には、契約締結を取り消す場合がある。 

     ア 受託予定事業者が、契約の締結に応じないとき。 

     イ 受託予定事業者の財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがあるとき。 

     ウ 契約締結までに、３に定める参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

     エ その他、受託予定事業者の社会的信用を損なう行為等により、業務委託が不可能または不

適当となるような事情が発生したとき。 

（４） 再委託 

本委託業務の全てを再委託することは一切認めない。ただし、必要により一部を再委託する

場合には、福井県に協議のうえ、その承諾を得るものとする。 

 

９． 実施要領の入手方法 

企画提案募集要領、仕様書等は、福井県のホームページからダウンロードすることができる。 

   エネルギー課 | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp) 

 

１０． 提案の無効に関する事項 

次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

   ア 提案に応募する資格がない者が提案したとき。 

   イ 所定の日時および場所にプロポーザル参加の意思表示、提案書を提出しないとき。 

   ウ 同一のプロポーザルに対して、２以上の提案をしたとき。 

   エ 同一のプロポーザルに対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。 

   オ 同一のプロポーザルに対して、２以上の代理人をしたとき。 

   カ 提案に関連して談合等の不正行為があったとき。 

   キ 見積書の金額、住所、氏名、印影、もしくは重要な文書の誤脱、または認識できない見積また

は金額を訂正した見積をしたとき 

   ク その他、提示した事項およびプロポーザルに関する条件に違反したとき。 

 

１１． 応募先および問い合わせ先 

（１） 名 称  福井県エネルギー環境部エネルギー課 企画調整グループ 

（２） 所在地  〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７番１号 

（３） 連絡先  電話 ０７７６－２０－０２３０  

     E-mail energy@pref.fukui.lg.jp 

     （土、日、祝日を除く８時３０分から１７時まで） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/index.html
mailto:energy@pref.fukui.lg.jp


 

１２． その他 

（１） 本委託業務に関し、県から受領または閲覧した資料等は、県の了解なく公表または使用しては

ならない。 

（２） 参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第４号）を電子メールにより、担当窓口に提出する

こと。 

（３） 計画や関連施策は、ホームページに掲載していることから、十分に確認のうえ、提案すること。 

① 福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議について 

福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議 （METI/経済産業省） 

② 嶺南Ｅコースト計画について 

 嶺南Ｅコースト計画推進会議 | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp) 

③ 福井県環境基本計画について 

福井県環境基本計画 | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp) 

④ 福井県水素・アンモニアサプライチェーン構想について 

「福井県水素・アンモニアサプライチェーン構想」を策定しました（令和 7 年 3 月） | 福井

県ホームページ 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/fukui_kyosokaigi/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shinkeikaku/suishinkaigi.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kihonkeikaku.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/250331.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/250331.html

